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仕様書 

 
 

 産業財産権人材育成協力事業 
海外からの研修生用航空券の手配業者選定について 

  

 

１．概要 

平成 31 年度 産業財産権人材育成協力事業（以下「本事業」という。）において、日本で実施する

研修コースに参加する海外からの研修生（以下「研修生」という。）のための、航空券の手配等（以

下「本業務」という。）を依頼する業者の選定を行う。 

 

２．見積条件 

① 復路便が変更不可のエコノミー割引運賃又は普通運賃（いずれも航空会社発券のもの）、

燃油サーチャージ、保険料、空港税、研修生一人当たりの発券手数料の金額（円貨）を

見積もること。但し、全てキャンセル可能な便とすること。 

② 成田空港、又は羽田空港と以下の都市間の運賃を円貨で見積もること。  

 （旅行経路の要件を満たした上で、いずれか安価な運賃での見積）  

 

アジア 

国名 都市 国名 都市 

ベトナム ハノイ シンガポール シンガポール 

マレーシア クアラルンプール 中国 北京 

フィリピン マニラ スリランカ コロンボ 

タイ バンコク ネパール カトマンズ 

インド ニューデリー パキスタン カラチ 

インドネシア ジャカルタ カザフスタン アスタナ 

カンボジア プノンペン ウズベキスタン タシュケント 

ミャンマー ネピドー バングラディッシュ ダッカ 

ブルネイ バンダルスリブガワン ブータン ティンプー 

ラオス ビエンチャン   

南米 

国名 都市 国名 都市 

ブラジル リオデジャネイロ ウルグアイ モンテビデオ 

アルゼンチン ブエノスアイレス エクアドル キト 

メキシコ メキシコシティ ボリビア ラパス 

チリ サンティアゴ パラグアイ アスンシオン 

ペルー リマ 
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中東 等 

国名 都市 

トルコ アンカラ 

サウジアラビア(GCC 含む) リヤド 

 

アフリカ 

国名 都市 国名 都市 

エジプト カイロ ガーナ アクラ 

カメルーン(OAPI 含む) ヤウンデ ケニア ナイロビ 

ジンバブエ(ARIPO 含む) ハラレ ナミビア ウィントフック 

南アフリカ ヨハネスブルグ セネガル ダカール 

ウガンダ カンパラ ブルキナファソ ワガドゥグ 

ルワンダ キガリ   

 

 

③ 旅行会社の変更手数料及び取消手数料を見積もること。 

④ 旅行経路： 

・中南米は北米経由便以外で見積もること。 

・遅延、安全性、研修生への負担を考慮した上で、最近の妥当な経路での見積もりを行うこ

と。直行便がある場合は、原則として、その経路で見積もること。直行便がない場合は、

経由地と待ち時間を最小限にすること。 

・経由地において宿泊が発生しないこと（機内泊可）。 

・経路の日時、便名を記載すること。 

⑤ 日本入国：6 月 12 日（水）、日本出国：6 月 28 日（金） 

現時点で手配可能な便を提案すること。但し、期間限定等の特別キャンペーン等を利用し、

今後発注できないものは提案不可とする。 

⑥ 割引条件や実施体制等、提供できるサービス（無料及び有料）を記載すること。 

 （今回の見積で、割引を適用している場合は、条件を記載すること。） 

 

３．選定方法 

以下の諸条件を満たしている業者の中から、前述の見積条件に基づく提示価格、経路の妥当性、

サービス内容等を総合的に比較して、上位 1 社を選定する。但し、１つの経路につき最安値の提示

価格（運賃、燃油サーチャージ、保険料、空港税の合計）と２番目に安い提示価格との差が 20％以

上であった場合、最安値に関わらず、最安値を提示した業者も２番目に安い価格を提示したとみな

して選考する。 

  

４．応募資格 

1）IATA 公認旅客代理店舗の認定を有する者 

2）観光庁長官登録旅行業第一種の登録を得て旅行業務を実施している者 
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3）日本旅行業協会に加盟し、旅行業登録後 10 年以上営業活動を行い、査証申請の経験を有して

いる者 

4）取扱店が東京 23 区内にある者 

5）過去2年間に官公庁、政府関係機関との取引実績がある者 

6）政府関係機関、地方公共団体及びこれに準ずる機関等から、補助金交付等の停止及び契約に

係る指名停止等の処分を受けている期間中である者は、応募資格を有しない。 

 

５．受注者に求められる条件 

1）業務渡航専門の支店、担当者が取り扱いをすること。 

2）AOTS 担当者を 2 名以上置くこと。また、担当者が不在の場合でも対応可能な体制を敷くこと。 

3）渡航手続きを行う営業担当者は、一般旅行業務取扱主任又は総合旅行業務取扱管理者の資

格を有する者であること。ただし、営業補佐担当者についてはこの限りではない。 

4）下記の「９．実施予定コース」に記載されている予定コース及び国の航空券を手配できること。 

5）AOTS の依頼内容に従い、合理的な旅程による日程表、見積書、請求書を作成、提出すること。

見積書には、次の項目を必ず明記すること。 

① 渡航者氏名 

② 出発日 

③ 旅行経路 

④ 発券期限 

⑤ 空港施設使用料及び燃料サーチャージ等の各単価並びに日本円換算方法及び換算額 

⑥キャンセル料 

（単価が外貨建ての場合は必ず計算レートを記載すること。） 

換算レートの変更等により、見積書の金額と請求書の金額が異なる場合は、請求書に請求金

額の算出根拠を記載すること。また、請求時には券面上に航空会社記載の割引運賃あるいは

正規運賃が記載されている航空券の写しを提出すること。券面上の金額と請求金額が異なる

場合、請求書に割引条件等、異なる理由を記載する。 

6）原則として、航空会社発券の復路便変更不可の最も安価なエコノミー割引運賃の航空券を手配

する。普通運賃エコノミークラスの航空券は、割引運賃での手配が不可能な場合のみ、AOTS

の承認を得た上で手配できるものとする。 

7）AOTS からの指示があった場合には、割引航空券より安価な格安航空券（IT チケット）での調達

依頼にも対応できること。 

8）次のサービスを円滑に提供できること。 

・ AOTS からの来訪要請や資料作成要請（各コース終了時の AOTS 指定フォーマットによる実

績表、国別・航空会社別運賃表、等の書類）に対する迅速な対応 

・ AOTS からの見積依頼に従い、見積書及び旅程表を 5 営業日以内に提出 

・ AOTS からの航空券発券依頼後、3 営業日以内に研修生へ航空券を電子メールにて送付、

受領確認、及び AOTS への報告 

 

６．禁止事項 
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次のサービス行為については禁止とする。 

1）研修生本人の依頼によるアップグレードの取り扱い 

2）研修生本人の依頼による渡航日程・ルート等の変更 

3）旅費の対象となる交通費及び金銭・金券の提供 

 

７．手配業者の資格取り消しについて 

次に該当するときは、本事業の手配業者の資格を取り消す。 

1）上記「４．応募資格」及び「５．受注者に求められる条件」を満たせなくなったとき。 

2）AOTS に提出する「申込書」及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし

たとき。 

3）上記 1）及び 2）に該当したことにより本事業の手配業者の資格が取り消されたときは、補欠の業

者が繰り上がるものとする。 

 

８．契約期間（予定） 

平成 31 年 5 月 10 日（金）～平成 32 年 3 月 31 日（火） 

９．実施予定コース 

本事業における研修の実施予定期間、予定人数は以下のとおり。但し、人数は多少変動する可能

性がある。合計予定人数： 390 名 

 コース名 実施予定期間 予定人数 

1 IP トレーナーズ 6 月 13 日～6 月 27 日     24 名 

2 マドプロ加盟支援 7 月 2 日～7 月 11 日     15 名 

3 アフリカ知財評価 7 月 18 日～7 月 24 日     14 名 

4 知財普及・啓発 8 月 5 日～8 月 9 日     20 名 

5 産学連携・技術移転 8 月 20 日～8 月 29 日     24 名 

6 意匠実体審査 9 月 2 日～9 月 13 日     19 名 

7 特許審査実践研修 9 月 18 日～11 月 8 日     16 名 

8 特許審査マネジメント 9 月 19 日～9 月 26 日     17 名 

9 特許審査基準 10 月 3 日～10 月 9 日     16 名 

10 特許専門実務者 10 月 16 日～11 月 1 日     25 名 

11 情報化 11 月 6 日～11 月 12 日     19 名 

12 知財保護法律家 11 月 18 日～12 月 4 日     22 名 

13 商標実体審査 11 月 21 日～12 月 3 日     21 名 

14 知財総合 12 月 5 日～12 月 11 日     23 名 

15 ベトナム特許審査実務 12 月 11 日～12 月 17 日     10 名 

16 ハーグ加盟支援 1 月 10 日～1 月 17 日     22 名 

17 中南米特定技術特許審査 1 月 22 日～1 月 30 日     15 名 

18 審判 2 月 4 日～2 月 10 日     21 名 

19 実務者向け模倣品対策 2 月 6 日～2 月 14 日     25 名 

20 商標専門実務者 2 月 13 日～2 月 27 日     22 名 
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国別内訳（参加予定人員） 

 

アジア全般  ラオス 14 南 米  中東 等    

ベトナム 39 シンガポール 7 ブラジル 31 トルコ 4   

マレーシア 32 中国 2 アルゼンチン 19 サウジアラビア 

(GCC 含む) 

2   

フィリピン 29 スリランカ 2 メキシコ 19 アフリカ    

タイ 29 ネパール 2 チリ 12 エジプト 7 ガーナ 2 

インド 24 パキスタン 2 ペルー 12 カメルーン 

(OAPI 含む) 

6 ケニア 2 

インドネシア 18 カザフスタン 1 ウルグアイ 1 ジンバブエ 

(ARIPO 含む) 

4 ナミビア 2 

カンボジア 18 ウズベキスタン 1 エクアドル 1 南アフリカ 4 セネガル 1 

ミャンマー 18 バングラディッシュ 1 ボリビア 1 ウガンダ 2 ブルキナファソ 1 

ブルネイ 14 ブータン 1 パラグアイ 1 ルワンダ 2   

 

以上 


